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1 事業概要 

1.1 経営戦略の概要 

大竹市公共下水道事業経営戦略の概要は，以下のとおりです。

団 体 名：大竹市

事 業 名：大竹市公共下水道事業

計画期間：令和 3 年度～令和 30 年度

1.2 事業の現況 

1.2.1 施設 

本市の公共下水道事業は，昭和 35 年より建設事業に着手し，昭和 45 年 12 月に供用開始以降，

現在も鋭意整備を進めています。また，行政区域内人口の 9 割以上が公共下水道処理区域内に含

まれており，本市の重要な社会資本となっています。

表 1.1 大竹市公共下水道事業の概要

項目 単位 大竹市公共下水道 摘要 

建設事業開始年月日 － S.35.11. 4  

供用開始年月日 － S.45.12. 1  

行政区域内人口 人 26,759 ①

全体計画人口 人 21,900 ②

現在処理区域内人口 人 25,516 ③

現在水洗便所設置済人口 人 25,413 ④

全体計画面積 ha 720 ⑤

現在処理区域面積 ha 715 ⑥

普及率 % 95.4 ⑦=③/①

整備率 % 99.3 ⑧=⑥/⑤

水洗化率 % 99.6 ⑨=④/③

有収率 % 80.3 ⑩

施
設

管渠

汚水管 km 131 ⑪

雨水管 km 2 ⑫

合流管 km 22 ⑬

計 km 155 ⑭=⑪+⑫+⑬

処理場
箇所数 ヶ所 1 ⑮

計画処理能力 m3/日 25,170 ⑯

ポンプ場数

汚水 ヶ所 4 ⑰

雨水 ヶ所 4 ⑱

計 ヶ所 8 ⑲=⑰+⑱

出典：決算統計書（令和元年度）
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図 1.1 汚水一般平面図
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1.2.2 使用料 

本市の公共下水道事業は，平成 19 年度の改定以降，平成 26 年度及び令和元年度の消費税率改

定の影響により下水道使用料改定を実施しましたが，人口減少等の社会情勢や下水道の使用形態

が反映された下水道使用料となっていない状況です。本市の下水道使用料は用途別に徴収してお

り，現行の料金体系においては，用途別に基本水量・基本使用料を設定し，基本水量を超えて使

用した場合には別途超過使用料を徴収しています。現行の下水道料金体系を表 1.2 に示します。

表 1.2 月額使用料金

単位：円（税込）

用途 基本水量 基本使用料 超過使用料（1m3につき） 備考 

家事用 ～10m3 854 194.7  

業務用 ～20m3 3,308 245.3  

工場用 ～200m3 37,631 277.2  

共用 ～10m3 854 194.7 1 世帯につき

臨時用   633.6  

プール用   249.7  

浴場用   99.0  
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1.2.3 組織 

令和 2 年 3 月 31 日現在，大竹市上下水道局には 16 名の職員が在籍しており，職員の内訳は事

務職員が 9 名，技術職員が 7 名となっています。上下水道局の組織体制は，以下のとおりです。

図 1.2 組織体制

年齢別の職員構成は，以下のとおりです。

表 1.3 年齢別職員構成

項目 上下水道局 

50 歳～ 6 人

40～49 歳 3 人

30～39 歳 6 人

～29 歳 1 人

合計 16 人

※令和 2年 3月 31日時点

上下水道局

業 務 課

工 務 課

総 務 係

営 業 係

上 水 道 係

下 水 道 係
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1.3 これまでの主な経営健全化の取り組み 

(1) 運営の効率化

本市の公共下水道事業においては，処理場の運転維持管理において包括的民間委託を実施して

おり，民間活力の活用及び下水道施設の運転効率化に努めてきました。今後も包括的民間委託を

継続するとともに，要求水準の達成状況の確認，下水道施設の適正な維持管理に向けた点検項目

及び運転管理手法の提案等，第三者を含めた監視体制を整えていきます。

(2) 老朽化対策

本市の老朽化対策事業は，長寿命化支援制度を活用し，平成 23 年度に長寿命化計画を策定しま

した。施設の老朽化状況や重要度に応じて優先順位を設定することにより，計画的かつ効率的な

施設の改築・更新を実施しています。

なお，平成 29 年度にはストックマネジメント支援制度を活用し，施設の老朽化状況や重要度に

応じた計画的な施設の点検・調査，改築・更新について検討を行うだけでなく，事業費の平準化，

投資抑制について考慮したストックマネジメント計画を策定しています。
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1.4 経営比較分析 

大竹市公共下水道事業の経営状況を課題抽出することで整理を行いました。

人口減少等による収入の減少 

令和元年度時点で本市の公共下水道は，整備率 99.3%，水洗化率 99.6%と高く，管渠整備によ

る有収水量の大幅な増加は将来見込めない状況にあります。また，本市の将来行政人口は，国立

社会保障・人口問題研究所より平成 30 年に公表された人口推計において，令和 27 年では約 18,700

人という減少傾向の推計結果となっています。本計画の目標年次の令和 30 年度では，行政人口は

約 17,800 人まで減少することが想定されます。

また，本市の公共下水道事業の普及率は約 95%であるため，行政人口の減少に伴い，水洗化人

口，有収水量も同様に減少し，その結果，家事用下水道使用料も減少することが予測されます。

下水道施設の老朽化に伴う費用増加 

施設の老朽化度合を示す”有形固定資産減価償却率”が過去 6 年間で増加傾向を示しており，

今後も老朽化施設が増加していくことが予測されるため，計画的な施設の改築・更新を実施して

いく必要があります。

災害対策の実施 

平成 23 年度実施した耐震診断結果では，耐震診断を実施した全ての施設がレベル 2 地震動に

対応していない状況となっていますが，近年実施した耐震対策は汚泥処理棟における建築設備の

耐震化にとどまっています。安心・安全なサービスの持続的な提供を実現するためには大規模地

震へのハード面及びソフト面の両方の対策を実施する必要があります。

浸水対策としては，雨水管渠の整備が十分とはいえず，特に大竹第 1 排水区では浸水被害が複

数箇所で発生しています。また，「大竹市まち・ひと・しごと創生総合戦略」においても当該地区

の浸水対策事業を大竹市の方針としており，下水道事業としても整備を進めていく必要がありま

す。
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平成 30 年度の経営比較分析表を図 1.3 に示します。

図 1.3 経営比較分析表（平成 30 年度）
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2 将来の事業環境 

今後は人口の減少に伴って有収水量が減少する見込みです。人口推計においては，国立社会保

障・人口問題研究所による公表値を用いて推計を行い，有収水量は過去 10 年間の実績に基づき推

計を行いました。

推計条件 

使用実績：平成21年度～平成30年度（10年）

推計期間：令和元年度～令和30年度（30年）

処理区域内人口（整備人口），有収水量及び下水道使用料は図 2.1 に示すフローにより算定を行

いました。

図 2.1 下水道使用料算定フロー

行政人口

整備人口

水洗化人口

家事用有収水量

普及率

国立社会保障・人口問題研究所の推計値を採用

水洗化率

1人当たり有収水量

業務用有収水量 工場用有収水量 プール用有収水量

用途別有収水量

臨時用有収水量

下水道使用料

使用料単価
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2.1 処理区域内人口の予測 

本市の公共下水道は，全体計画区域 720ha に対し，令和元年度末の整備面積が 715ha となって

おり，整備率が 99.3%となっています。そのため，未整備区域の解消による整備人口の大幅な増

加は見込めず，行政人口の減少に伴い処理区域内人口（整備人口）も今後は減少していくことが

想定されます。また，普及率も令和元年度末において約 95%となっており，普及率から見た観点

においても行政人口の動態が処理区域内人口へ影響することが想定されます。図 2.2 に処理区域

内人口の推計結果を示します。令和元年度実績の 25,516 人から令和 30 年度には 16,906 人と 8,610

人減少する見込みです。また，処理区域内人口予測の推計にあたっては，行政内人口×普及率に

より推計を行いました。

図 2.2 処理区域内人口推計結果
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2.2 有収水量の予測

本市では，用途別に下水道使用料を徴収しており，本計画でも用途別に使用料を算定します。

そのため，年あたり有収水量を用途別に算定を行いました。

家事用・業務用 

家事用及び業務用は，行政人口の減少に伴い過去 10 年間で減少傾向となっています。前述した

とおり整備による処理区域内人口の増加は見込めないため，今後も行政人口の増減が有収水量に

影響することが想定されます。そのため，年間有収水量の予測値は，国立社会保障・人口問題研

究所の将来推計人口を勘案して算出しました。

工場用・臨時用・プール用 

過去 10 年間の実績値の推移を勘案し，算定を行いました。

図 2.3 年間有収水量推計結果
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2.3 使用料収入の見通し 

今後は，年間有収水量が減少していくと考えられることから，比例して使用料収入も減少して

いくものと考えられます。

図 2.4 下水道使用料金の推計結果
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2.4 施設の見通し 

今後は老朽化施設が増加し，施設の改築・更新に必要となる費用の増加が見込まれます。その

ため，良質な下水道サービスを持続的に提供するためには，計画的に改築・更新を実施していく

ことが重要になります。

管路施設 

平成 30 年度時点では，経過年数 50 年以上となる法定耐用年数を超える管渠は少ない状況です

が，令和 10 年度には約 36%の管渠が法定耐用年数を迎えるため，計画的に改築・更新を実施して

いく必要があります。そのため，老朽化施設の増加に伴い事業費が増加していくことが予測され

ます。

処理場・ポンプ場 

平成 30 年度時点では，法定耐用年数を超える施設が 75%以上となっている状況になっており，

すでに改築・更新の時期を迎えているため，すでに長寿命化支援制度を用いて改築・更新を実施

している状況です。そのため，引き続きストックマネジメント支援制度を活用して計画的な点検・

調査及び改築・更新を実施していくこととしています。

2.5 組織の見通し 

本市では平成 18 年度に水道局と下水道課を組織統合し，上下水道局を設置しました。下水道事

業においては，令和元年度現在は 5 名の職員によって事業運営を行っている状況です。

これまで市民の多様なニーズに対応できるよう，組織の再編を図り，必要最低限の職員で運営

を行ってきました。しかし，今後は下水道整備に加え計画的な点検・調査及び修繕・改築による

施設管理を推進し，施設の老朽化対策を実施していく必要があり，職員 1 人あたりの業務量は増

加し，負担が大きくなっていくことが想定されます。
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3 経営の基本方針 

下水道は，住民の生活や工場等から排出される汚水を収集，浄化して自然に還元することで，

衛生的で快適な生活環境を支えると同時に，河川，湖沼，海洋等の水環境を水質汚濁から守って

います。また，都市等に降った雨水を速やかに排除又は貯留することにより人々の生命・財産を

浸水被害から守っています。

このように下水道は水環境改善（安心），人々の生活や生命の保護（安全）等にとって必要不可

欠かつ基幹的な社会資本となっており，安定した下水道事業を継続する必要があるため，「安心・

安全なサービスの持続的な提供」を基本方針とします。

この基本方針を達成するために下水道事業の抱える課題を踏まえ，「経営基盤の安定化」，「持続

可能な下水道」，「災害に強い下水道」を目標として人的資源の確保に努めて，下水道事業に取り

組むこととします。

図 3.1 基本方針

課題

基本方針：安心・安全なサービスの持続的な提供

施設の老朽化に
伴う費用の増加

災害対策

①経営基盤
の安定化

②持続可能な
下水道

人口減少等に
よる収入の減少

③災害に強い
下水道



1
4

図 3.2 基本方針と取り組み項目

基本方針：安心・安全なサービスの持続的な提供

課題 目標

汚水事業の整備 短期 汚水整備事業の概成（汚水管渠整備）

整備率：100%（現況：715ha → 将来：720ha）

継続 汚水排除機能の維持（突発的な改築・交換等）

経営計画の適正化 短期 経営戦略の策定

継続 経営戦略の定期的な見直し（5年毎）

短期 下水道使用料の適正化検討

継続 経常収支比率：100%以上

継続 経費回収率：100%以上

老朽化対策 継続 ｽﾄｯｸﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ計画の見直し（第1回策定済）

重要度に応じた計画的な点検・調査計画

施設の健全度と投資抑制を勘案した改築・修繕計画

下水道施設の運転効率化 継続 民間活力の活用：包括的民間委託の継続

広域化・共同化 長期 他自治体との共同処理等の検討（県主導で検討実施中）

老朽化対策 継続 ｽﾄｯｸﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ計画に基づいた改築・更新

計画的な点検調査 継続 ｽﾄｯｸﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ計画に基づいた点検・調査

施設の統廃合 短期 汚泥の共同処理

地震対策 長期 耐震対策事業

浸水対策 中期 浸水対策事業

減災対策 中期 下水道BCPの改訂

※短期：5ヶ年以内に実施、中期：5～15年で実施、長期：15年以降に実施、継続：継続して実施

取り組み項目

災害対策
③災害に強い

下水道

①経営基盤
の安定化

人口減少等に
よる収入の減少

②持続可能な
下水道

下水道施設の
老朽化に伴う
費用の増加
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4 投資・財政計画（収支計画） 

4.1 投資・財源計画（収支計画） 

別紙のとおりです。

4.2 投資・財政計画（収支計画）の策定に当たっての説明 

4.2.1 収支計画のうち投資計画についての説明 

a) 経営基盤の安定化 

汚水事業の整備 

大竹市公共下水道事業は，全体計画面積 720.1ha に対し，令和元年度現在で 715.0ha の区域が整

備完了しています。汚水排除機能を維持するために突発的な改築・更新に対応していくため，財

源を確保していきます。また，下水道事業を継続していくために，事業計画の変更を実施してい

きます。

経営計画の適正化 

下水道事業が今後も「安心・安全サービスの持続的な提供」を実施するためには，悪化してい

る財政状況や経営状況を早急に改善し，健全な事業運営を図ることが重要になります。そのため

には，経営戦略を策定し，中長期的な視点を持ち経営状況について客観的に分析・把握，改善す

べき課題を抽出することで財政状況について把握します。また，策定後も進捗管理や，見直しを

することで実効性を確保します。

本市は，平成 26 年度及び令和元年度の消費税率改改定の影響により下水道使用料改定を実施

しましたが，人口減少等の社会情勢や下水道の使用形態が反映された下水道使用料となっていま

せん。

そのためには，現在の下水道事業の課題や今後の財政状況を踏まえ，下水道使用料を見直し，

料金の適正化を図ります。また，経営状況を確認する指標として経常収支比率 100％以上，経費

回収率 100%以上の維持を目標として設定します。

下水道施設の運転効率化 

本市では，処理場の運転維持管理において包括的民間委託を実施しており，民間活力の活用及

び下水道施設の運転効率化に努めてきました。今後も包括的民間委託を継続するとともに，要求

水準の達成状況の確認，下水道施設の適正な維持管理に向けた点検項目及び運転管理手法の提案

等，第三者を含めた監視体制を整えていきます。
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b) 持続可能な下水道 

老朽化対策 

前述したとおり今後は老朽化施設が増加し，施設の改築・更新に必要となる費用の増加が見込

まれます。そのため，良質な下水道サービスを持続的に提供するためには，計画的に改築・更新

を実施していくことが重要になります。本市では，平成 29 年度にストックマネジメント計画を策

定しており，今後はこの計画に基づいて，施設の劣化度合いによる措置の緊急性を表す緊急度（措

置の緊急性が高い順にⅠ・Ⅱ・Ⅲ・劣化なしの 4 段階）の高い緊急度Ⅰから順次適切な老朽化対

策を実施し，施設の健全度と投資抑制を勘案した計画的な改築・更新を図ります。

計画的な点検調査 

前述したストックマネジメント計画において適正な施設調査により劣化の著しい施設のみを効

果的に対策することが必要となります。そのため，施設の老朽化状況や重要度に応じた計画的な

点検・調査を実施していきます。

汚泥の共同処理 

し尿処理施設の廃止に伴い，し尿及び浄化槽汚泥と下水汚泥を 1 つに集約して処理し，運転管

理の効率化を図ります。
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c) 災害に強い下水道 

浸水対策 

浸水対策としては，特に大竹第 1 排水区では浸水被害が発生しており，「大竹市まち・ひと・し

ごと創生総合戦略」においても当該地区の浸水対策事業を大竹市の方針としており，下水道事業

としても整備を進めていく必要があります。

そのため，下水道事業としても浸水対策事業を推進していくため，道路の整備に伴う雨水管渠

整備を実施していきます。

d) 投資計画まとめ 

前述までの投資計画について整理した結果を表 4.1 に示します。
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表 4.1 投資計画（1/2）

単位：千円

R17 R18 R19 R20 R21 R22 R23 R24 R25 R26 R27 R28 R29 R30

(2035) (2036) (2037) (2038) (2039) (2040) (2041) (2042) (2043) (2044) (2045) (2046) (2047) (2048)

汚水事業の整備 工事 30,000     30,000     30,000     30,000     30,000     30,000     30,000     30,000     30,000     30,000     30,000     30,000     30,000     30,000

調査・設計 3,000       3,000       3,000       3,000       3,000       3,000       3,000       3,000       3,000       3,000       3,000       3,000       3,000       3,000

事業計画の変更 -             10,000     -             -             -             -             10,000     -             -             -             -             10,000     -             -

小計 33,000     43,000     33,000     33,000     33,000     33,000     43,000     33,000     33,000     33,000     33,000     43,000     33,000     33,000

SM計画 管路 工事 74,562     77,316     80,048     92,663     87,776     88,032     175,552   248,255   156,509   482,869   377,018   593,322   471,089   917,495

設計 3,866       4,002       4,633       4,389       4,402       8,778       12,413     7,825       24,143     18,851     29,666     23,554     45,875     47,609

点検・調査 -             160         200         510         994         1,170       201         1,098       2,739       180         -             160         200         510

SM計画 施設 工事(汚水) 187,788   397,650   238,877   190,662   115,056   1,170       61,826     321,000   205,672   212,164   100,184   186,751   147,567   241,312

設計(汚水) 19,883     11,944     9,534       5,753       59           3,091       16,050     10,284     10,608     5,010       9,339       7,378       12,065     16,362

工事(雨水) 212,046   -             120,675   207,503   -             22,320     19,840     -             -             30,767     91,672     111,583   204,794   113,051

設計(雨水) -             6,034       10,375     -             1,116       992         -             -             1,538       4,584       5,579       10,240     5,653       4,110

点検・調査 -             -             18,000     18,000     -             -             -             18,000     18,000     -             -             -             18,000     18,000

SM計画の改訂 -             -             -             80,000     -             -             -             -             80,000     -             -             -             -             80,000

汚泥の共同処理 調査 -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -

設計 -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -

工事 -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -

小計 498,145   497,106   482,342   599,480   209,403   125,553   285,882   606,462   499,209   754,425   613,458   932,988   905,243   1,438,449

浸水対策事業 工事 -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -

調査・設計 -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -

小計 -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -

531,145   540,106   515,342   632,480   242,403   158,553   328,882   639,462   532,209   787,425   646,458   975,988   938,243   1,471,449

※上表の浸水対策事業費には，新町雨水排水ポンプ場関連を含んでいません。事業の進捗に合わせて，計画見直しの際に適宜事業費の見直しを行います。

③災害に強
い下水道

合計

②持続可能
な下水道

基本方針 対策事業

①経営基盤
の安定化
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表 4.2 投資計画（2/2）

単位：千円

R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16

(2021) (2022) (2023) (2024) (2025) (2026) (2027) (2028) (2029) (2030) (2031) (2032) (2033) (2034)

汚水事業の整備 工事 30,000     30,000     30,000     30,000     30,000     30,000     30,000     30,000     30,000     30,000     30,000     30,000     30,000     30,000

調査・設計 3,000       3,000       3,000       3,000       3,000       3,000       3,000       3,000       3,000       3,000       3,000       3,000       3,000       3,000

事業計画の変更 7,514       -             -             -             -             10,000     -             -             -             -             10,000     -             -             -

小計 40,514     33,000     33,000     33,000     33,000     43,000     33,000     33,000     33,000     33,000     43,000     33,000     33,000     33,000

SM計画 管路 工事 -             -             -             45,103     47,599     50,148     52,745     55,385     58,063     60,773     63,508     66,262     69,028     71,797

設計 -             -             2,255       2,380       2,507       2,637       2,769       2,903       3,039       3,175       3,313       3,451       3,590       3,728

点検・調査 5,458       6,912       6,610       180         -             160         200         510         994         1,170       201         1,098       2,739       180

SM計画 施設 工事(汚水) 751,435   578,084   282,682   292,167   195,957   263,743   313,900   191,087   55,368     250,382   340,180   370,865   359,013   233,815

設計(汚水) -             -             14,608     9,798       13,187     15,694     9,555       2,768       12,519     17,009     18,543     17,951     11,690     9,390

工事(雨水) 317,684   451,819   272,181   107,748   219,734   86,746     37,514     9,819       -             140,122   30,060     19,755     11,536     137,725

設計(雨水) -             -             5,388       10,987     4,338       1,876       491         -             7,006       1,503       988         577         6,887       10,602

点検・調査 -             18,000     18,000     -             -             -             18,000     18,000     -             -             -             18,000     18,000     -

SM計画の改訂 -             -             80,000     -             -             -             -             80,000     -             -             -             -             80,000     -

汚泥の共同処理 調査 -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -

設計 6,000       -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -

工事 -             67,000     189,000   -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -

小計 1,080,577 1,121,815 870,724   468,363   483,322   421,004   435,174   360,472   136,989   474,134   456,793   497,959   562,483   467,237

浸水対策事業 工事 210,000   210,000   -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -

調査・設計 21,000     -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -

小計 231,000   210,000   -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -

1,352,091 1,364,815 903,724   501,363   516,322   464,004   468,174   393,472   169,989   507,134   499,793   530,959   595,483   500,237

※上表の浸水対策事業費には，新町雨水排水ポンプ場関連を含んでいません。事業の進捗に合わせて，計画見直しの際に適宜事業費の見直しを行います。

③災害に強
い下水道

合計

②持続可能
な下水道

基本方針 対策事業

①経営基盤
の安定化
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4.2.2 収支計画のうち財源についての説明 

a) 使用料収入の見通し，使用料の見直し 

本市の下水道事業の下水道使用料は，平成 19 年度に改定以降，消費税率改定の影響を除いて料

金改定は行われていない状況です。しかし，令和 3 年度以降には純損失が発生する見込みとなっ

ていることから，今後は利用状況を踏まえて適切な料金水準の見直しが必要です。

b) 企業債 

企業債においては，今後も現金と将来負担とのバランスを考慮し，借り入れる計画です。その

他の財源としては受益者負担金が見込まれます。また，各種支援制度により補助金を活用し，効

果的に投資を行います。

c) 繰入金 

本市では，平成 26～30 年度までの過去 5 年間で一般会計繰入金は基準外の繰入は行っておら

ず，基準内のみの繰入となっています。今後も一般会計繰入金は基準内のみとなるよう企業努力

を継続し，事業運営を図ります。

d) 資産の有効活用 

現段階では資産の有効活用等による収入増加の取り組みは予定していませんが，必要に応じ検

討を行います。
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4.2.3 収支計画のうち投資以外の経費についての説明

投資以外の主な経費の見込みは，以下のとおりです。

民間の活力の活用（包括的民間委託等の民間委託，指定管理者制度，PPP/PFI など） 

本市では，処理場の運転維持管理において包括的民間委託を実施しており，民間活力の活用及

び下水道施設の運転効率化に努めてきました。今後も包括的民間委託を継続するとともに，要求

水準の達成状況の確認，下水道施設の適正な維持管理に向けた点検項目及び運転管理手法の提案

等，第三者を含めた監視体制を整えていきます。将来の包括的民間委託にかかる事業費は過去 5

年間の実績値の推移勘案し，推計を行いました。

職員給与費 

本市公共下水道事業に従事する職員は，異動等により年齢層にばらつきが生じることが想定さ

れるため，将来にわたり単純な増とはならない見込みです。このため，今回経営戦略における財

政収支では，上記の要因により，職員給与費の変動を見込まないものとし，過去 5 年間の実績値

の推移勘案し，推計を行いました。

修繕費 

過去 5 年間の実績値の推移勘案し，推計を行いました。

委託費 

委託料は，投資計画で見込んでいる取り組みと将来的にも継続して見込まれる通年委託業務に

分けて推計を行いました。

その他 

上記以外の光熱水費，通信運搬費，動力費等の事業費は，過去 5 年間の実績値の推移勘案し，

推計を行いました。
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4.3 投資・財政計画（収支計画）に未反映の取り組みや今後検討予定の取り組みの概要 

4.3.1 今後の投資についての考え方・検討状況 

a) 広域化・共同化・最適化 

平成 31 年 4 月に持続可能な下水道システムを構築するため，広島県と 23 市町で構成する「広

島県下水道事業広域化・共同化検討会」が設置され，広域的な視点から市町の枠を超えた施設や

維持管理の広域化・共同化について検討が開始されました。今後報告される広島県の検討結果等

を踏まえ，市としても検討を行う予定としています。

b) 投資の平準化 

本市では，平成 29 年度にストックマネジメント計画を策定しており，今後はこの計画に基づい

て施設の健全度と投資抑制を勘案した計画的な改築・更新を図ります。

c) 民間活力の活用（PPP/PFI など） 

本市では，処理場の運転維持管理において包括的民間委託を実施しており，民間活力の活用及

び下水道施設の運転効率化に努めてきました。今後も包括的民間委託を継続する予定ですが，契

約の更新時期に合わせて，委託範囲，及び委託内容について見直しを行い，更なる下水道施設の

運転効率化，そして事業運営の改善を図っていきます。
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4.3.2 今後の財源についての考え方・検討状況 

a) 使用料の見直し 

本市の下水道事業の下水道使用料は，平成 19 年に改定以降，消費税率改定の影響を除いて料金

改定は行われていない状況です。しかし，令和 3 年以降には純損失が発生する見込みとなってい

ることから，今後は利用状況を踏まえて適切な料金水準を見直す予定としています。

b) 資産活用による収入増加 

現段階では資産の有効活用等による収入増加の取り組みは予定していませんが，検討事項が発

生し次第，適宜検討を行います。

c) その他 

これまで下水道使用料は各支所，特定の金融機関での振り込みまたは口座振替による支払いの

みの対応でしたが，令和 3 年 4 月からコンビニエンスストアでの料金収納を開始する予定です。

コンビニエンスストアでの料金収納が可能となることで，料金支払いの利便性が向上し収納率の

向上に繋がることが期待されます。

また，現在職員が対応している窓口業務における民間への委託等についても検討中です。
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5 経営戦略の事後検証，更新等に関する事項 

「経営戦略」は，将来にわたって「安心・安全なサービスの持続的な提供」を実現するため，

PDCA サイクルを活用し，以下のように実効性を確保していきます。

図 5.1  PDCA サイクル

① 進捗管理（モニタリング）

毎年度の決算確定後に，経営戦略の目標達成状況を評価するとともに，直近の決算状況等

を反映した財政計画と当初財政計画を比較することにより，財政面においての評価を行い，

進捗管理をとおして，実態に合わせた改善策を検討していく体制を整えます。

② 見直し（ローリング）

5 年間隔で，経営戦略を見直して改定を行います。見直しにあたっては，計画と実績との

乖離及びその原因を分析するとともに，見直し時点におけるストックマネジメント計画に基

づいた点検・調査結果等を参考にして，更新・維持管理のための投資計画の見直しも行いま

す。

DO 実行

○経営戦略の実行

○施策の実施

PLAN 計画

○経営戦略の策定

○投資・財政計画

ACTION 処置・改善

○経営戦略の見直し

○経営戦略の更新

CHECK 点検・評価

○事後評価

○経営分析
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